
-~
~
環
。

一
た
下
問
筑
前
航
者
、
事
品
開
二
年
に
在
任
し
た
下
問
筑

一
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
外
別
績
の
政
治
的

=
イ
ツ
コ
ウ
イ
ツ
キ
-
向
-
安

門一
U

政
敬
混
同
一
前
額
秀
・
下
附
備
中
額
崎
兄
弟
、
元
組
・天
正
に
於
け

一
系
統
が
あ
っ
て
、
門
徒
は
阿
佐
地
凶
に
よ
っ
て
組
に

-
時
代
l
一
向
一
授
が
加
賀
に
勢
威
を
錠
っ
た
の
は
、

了
。
下
問
筑
後
・下
川
和
泉
七
閉
山三
河
杉
加
資
岐
・
作

一
分
か
れ
、
組
は
仰
に
分
か
れ
、
仰
は
全
開
御
切
の
統

一
長
平
二
年
出
密
政
相
叫
を
滋
亡
せ
し
め
た
時
を
始
期
と

一
一
敬
仙
話
・位
、
一
水
丹
後
の
如
き
は
皆
幼
官
で
あ
る
。

一
率
に
m
酎
し
て
ゐ
た
。

一
L
、
天
正
八
年
佐
久
間
同
開
放
が
彼
等
の
本
出
掛
金
得
御

一
へ一一一
UWM
栄
|
堂
衆
は
前
倒
で
宗
務
荷
車
問
H
L
、
亦
本
(
六
〉
仰
の

u
k
l切
口
の
下
に
直
邸
す
る
俗
人
に
加
の

坊
を
陥
液
せ
し
め
た
時
を
終
期
と
し
て
、
そ
の
間
九

一
願
寺
か
ら
金
持
御
坊
に
探
訟
駐
在
せ
し
め
る
も
の
、

守
口氏
が
あ
っ
た
。
榔
は
江
泊
・能
楽
秒
一雨
ニ
湖
、
石
川
・

十
三
年
に
亙
っ
た
。
凡
そ
武
門
の
興
廃
隆
替
ほ
磁
凶

一
文
は
そ
の
子
孫
で
あ
っ
た
o
越
的
部
前
に
、
文
総
元
副
門
出
今
一
応
二
部
と
い
ひ
、
若
し
南
出
同
時
に
事
あ
る

の
代
に
於
い
て
何
践
に
も
見
ら
れ
る
が
、
加
賀
に
在
十
年
武
佐
の
祐
来
を
加
州
末
霊
平
に
下
し
た
と
い

一
段
、
南
二
澗
は
上
口
に
、
祐
二
加
は
下
口
に
向
か

っ
て
は
之
と
釈
を
異
に
し
、
例
侶
と
土
民
か
ら
成
る

一
ひ
、
天
文
日
記
天
文
」
1
五
年
十
且
什
九
日
の
僚
に
、

一
う
た
o
一苅
泊
三
年
北
二
部
が
上
杉
氏
と
戦
ひ
っ

F
ゅの

一
向
宗
門
徒
の
大
集
闘
が
、
政
敬
混
同
の
政
府
を
純

一
『
お
蛍
衆
院
桝
寺
刷
出
信
下
之
O
』
と
い
ふ
如
き
は
叙
謙

一
司令
聞
に
、
市
二
加
を
し
て
越
前
に
出
で
、
朝
食
氏
と

品
開
し
て
凶
内
を
統
治
し
た
の
で
あ
っ
た
。
蓮
如
上
人
一
で
あ
る
。
天
正
八
年
佐
久
間
服
政
の
金
抑
御
坊
を
攻

一
共
に
抽
出
力
氏
を
助
け
て
、
織
田
氏
に
抵
抗
せ
し
め
ん

御
法
制
加
に
、
政
親
誠
亡
後
の
加
賀
の
こ
と
を

『
近
年

?
め
た
時
、
本
諜
寺
・
民
拙
例
寺
・
川
出
林
紡
・
世
話
間
山
寺
等
朝

一
と
し
た
如
き
は
是
で
あ
る
。
若
し
一
方
に
の
み
出
向

は
百
姓
の
待
た
る
凶
の
や
う
に
な
り
行
こ
と
に
候
0

』
一
服
し
て
開
城
に
決
し
た
と
あ
る
が
、
世
相
し
そ
れ
が
都

一
の
必
製
あ
る
時
は
、
今
一
闘
力
を
協
す
こ
と
勿
論
で
あ

と
あ
る
も
の
、
即
ち
是
で
あ
る
。
ご
覧
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
彼
等
も
亦
堂
米
で
あ
っ
た

一
る
o
天
正
三
年
一
授
が
江
越
の
界
で
設
問
氏
の
軍
を

C
一
〉
坊
官

l
一
向
一
授
の
擁
す
る
本
管
金
栂
御
坊
に
?
で
あ
ら
う。

一
切
が
ん
と
し
た
時
に
、
石
川
郡
の
務
林
長
門
も
奉
加

於
け
る
幹
郎
は
、
訪
官
と
堂
衆
と
で
あ
る
。
坊
官
は

一
〈
四
〉
大
坊

T
l加
賀
凶
土
誌
の
も
の
で
、
金
制
仲
御
妨

一
し
て
ゐ
ろ
釈
で
あ
る
。
併
し
大
閉
に
於
い
て
南
二
部

武
人
で
行
政
都
務
を
宅
管
し
、
本町
間
寺
の
一
献
誼
駐
在
ア
を
陶
続
し
、
之
を
守
秘
し
、
之
が
制
約
を
計
る
大
寺

一
と
北
二
巾
は
手
取
川
に
隔
て
ら
れ
て
、
利
容
を
同
じ

せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
子
孫
が
土
着
す
る

一
院
に
は
、
一
ニ
山
の
大
坊
全
と
い
は
れ
る
も
の
が
あ
っ

一
く
し
行
助
主
に
す
る
こ
と
が
砂
か
内
市
。

こ
の
二

場
合
に
佐
々
職
務
を
附
裂
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
的

ナ
た
。
三
山
の
大
切
烹
は
江
沼
仰
山
聞
の
光
敬
寺
・能

一
切
犯
の
郷
土
の
長
が
、
帥
岨
名
を
叩
の
長
と
い
ふ
者
で

宮
は
政
治
的
組
織
に
於
け
る
顕
領
で
あ
る
か
ら
、
隣
士
業
部
一
夜
佐
谷
の
松
附
寺
・河
北
郷
若
松
の
本
来
寺
で

一
北
二
郡
の
河
合
際
左
術
門
宣
久

・
洲
附
泉
入
選
隠
究

酬
の
外
交
・凶
内
の
術
政

-n臓
の
統
一
一
蔀
等
、
皆
そ
の

ナ
あ
b
、
そ
の
他
石
川
郡
陥
束
の
飢
得
寺
・
附
郡
吉
際

一
は
、
そ
の
最
も
し
指
針
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

協
議
決
行
す
る
所
で
あ
っ
た
。
坊
官
が
作
戦
の
計
娘

一
の
事
光
寺
・河
北
郡
磁
部
の
勝
願
寺
同
部
木
越
の
光

一
(
七
)
制

l
仰
が
各
若
干
の
組
に
別
れ
た
こ
と
は
、
天

を
お
す
俊
闘
で
あ
っ
た
質
設
は
、
元
鑑
三
年
入
且
二

ご
待
寺

・
岡
部
鳥
越
の
弘
限
寺
等
も
智
大
坊
主
で
あ
っ

一
正
四
年
入
月
什
一
日
一
授
の
首
領
等
が
下
聞
刑
部
卿

十
日
越
中
の
餓
線
に
在
っ
て
上
杉
置
に
挺
抗
し
て
ゐ

十
た
。
叉
新
来
の
大
坊
主
で
は
、
越
前
か
ら
入
っ
た
起

一
法
限
に
都
げ
た
訴
献
に
よ
っ
て
見
る
べ
く
、
そ
の
首

た
杉
浦
萱
岐
か
ら
、
包
を
金
裸
御
坊
に
留
守
し
た
坊
ご
勝
寺
・
本
住
寺
が
あ
b
、
一
授
密
約
の
際
に
括
っ
て
、

一
一
加
の
交
併
に
は
怒
川
新
七
郎
一
斑
鋭

・
蹟
翻
伊
賀
守
貞

宮
坪
坂
伯
哲
・
宇
津
呂
丹
波
・川
那
恋
左
衛
門
次
郎

・一

常
に
そ
の
中
心
と
な
っ
た
o

一
治
(
一
作
以
前
Y
長
谷
川
勘
イ
郎
秀
同
日
・
伊
際
宗
次
郎

倖
阻
新
右
衛
門
に
塗
っ
て
、
常
時
雨
雨
却
が
金
探
御

一
円
五
〉
門
徒
|
本
願
寺
門
従
た
る
土
民
は
、
信
仰
上
各

一
政
滅
・
拠
近
江
守
政
艶
・
閉山

m小
三
郎
岳
信

一一品
桑
源

訪
の
指
抑
に
よ
っ
て
、
将
に
越
前
方
面
に
出
動
せ
ん

一
寺
坊
に
分
周
し
、
待
寺
坊
は
本
殿
寺
に
臨
す
る
o
耐

一
左
衛
門
茂
数
〈
一
作
武
以
〉
・山
本
若
狭
守
安
懇
・
窪
田

と
し
て
ゐ
た
の
を
、
更
に
令
を
改
め
て
越
中
に
出
陣
ナ
し
て
金
裸
御
坊
は
本
願
寺
の
別
院
で
あ
る
が
、
本
山

一
大
玖
允
終
息
(
一
作
制
服
Y
鏑
木
右
衛
門
尉
頼
信
・何

せ
し
め
ん
こ
と
を
製
部
し
た
こ
と
に
依
っ
て
知
ら
れ

一
と
各
寺
坊
と
の
中
間
に
放
っ
て
上
泊
下
謹
そ
隼
る
樹

一
合
成
春
・石
黒
土
佐
守
政
民
(
一
作
政
長
〉
が
あ
っ
て
、

る
。
こ
れ
即
ち
越
前
に
向
か
は
し
め
る
も
越
中
に
出
ご
闘
で
は
な
く
、
本
末
商
者
の
交
渉
は
治
に
直
接
に
行

一
そ
の
花
抑
又
は
印
を
掃
し
、
各
人
名
の
次
に
同
組
中

で
し
め
る
も
、

一
に
坊
官
の
命
令
に
よ
っ
て
な
し
能

一
は
れ
て
ゐ
た
。
般
に
各
寺
坊
に
支
配
せ
ら
れ
る
門
徒

一
と
記
し
て
、
文
別
和
の
花
押
を
加
へ
て
ゐ
る
。
是
に

ふ
聞
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
長
官
予
以
後
に
下
凶
L
7は
某
寺
門
徒
と
呼
ば
れ
て
、
本
願
寺
に
階
胞
の
関
係

一
闘
っ
て
削
れ
ば
、
持
組
は
一
人
の
郷
土
が
統
率
し
、

ィ
''} 

而
し
て
組
中
に
も
亦
土
民
の
代
表
が
あ
っ
た
の
で
あ
4

る
。
叉
別
に
山
笠
番
惣
組
中
・
六
ゲ
惣
組
申
・
西
訴
恕

組
中

・
米
路
惣
組
中
が
あ
っ
て
、
同
じ
〈
花
抑
を
古

い
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
は
郷
土
を
抑
掛
か
ざ
る
組
で
あ

る
。
上
記
の
十
六
組
は
石
川

・
河
北
二
部
に
屈
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
之
を
以
て
商
都
の
組
の
惣
政
と
す

べ
き
で
は
な
く
、
こ
の
訴
紋
に
加
ら
ぬ
若
千
の
組
も

あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
論
者
或
は
河
北
郡
に
限
っ
て
一

番
組
・
二
番
組
の
務
呼
が
あ
っ
た
や
う
に
言
ふ
が
、

必
ず
し
も
さ
う
で
な
よ
、
一
部
内
の
各
組
を
稀
脱
で

呼
ぶ
時
は
何
番
組
と
い
ひ
、
隊
長
を
以
て
す
る
時
は

一
期
間
四
郎
組
・
蛭
川
和
泉
組
の
如
〈
に
都
へ
、
隊

長
な
く
し
て
土
民
の
み
の
集
闘
た
る
場
合
に
は
六
ク

惣
組

・
米
箆
惣
組
の
知
く
い
ふ
も
、
そ
の
中
に
間
々

香
凱
の
形
式
を
存
す
る
山
一
番
組
の
如
き
各
都
d
h

あ

っ
た
の
で
ゐ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

(
入
〉
旗
本
1
前
記
組
の
首
領
た
る
郷
土
は
之
を
依
本

と
聴
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
成
本
が
本
願
寺
町
取
，
M

て
る
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
天
文
日
記
で
続
せ
ら
れ

る
。
然
れ
ば
銀
本
を
娘
く
組
は
、
そ
れ
の
な
い
制
よ

り
も
上
位
の
も
の
で
あ
る
と
も
雷
へ
る
。
叉
天
女
日

記
に
加
州
十
人
旅
と
か
加
州
十
人
然
組
と
か
い

ふ
出

が
見
え
る
。
恐
ら
く
は
旗
本
の
集
合
閲
惚
か
と
市
川
は

れ
る
が
確
穏
を
得
ぬ
。

(
九
)
呑
衆

l
天
文
の
頃
大
坂
本
間
寺
の
静
岡
に
刊川ら

し
め
ん
錦
、
諾
闘
の
門
徒
が
回
開
を
作
っ
て
上
り
、

三
十
日
交
代
で
役
に
服
す
る
を
三
十
日
香
と
い
ひ
、

そ
の
人
を
番
臨
時
と
い
っ
た
。
天
文
日
記
に
山
凶
需
米

と
あ
る
も
山
田
光
教
寺
か
ら
出
し
た
呑
衆
で
あ
ら

う
。
番
然
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
名
密
で
あ
っ
た
か

ら
、懲
戒
の
お
に
番
衆
を
路
犯
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

(十
U

司
法
1

一
授
幽
憾
の
刑
法
は
詳
か
で
な
い
が
、

門
徒
錦
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
一
佼
が
宮
崎
慨
氏
を

四
七


